
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違法駐車取締り活動方針違法駐車取締り活動方針違法駐車取締り活動方針違法駐車取締り活動方針  

                                                                                （（（（２２２２９９９９年年年年 ６６６６月月月月 ３０３０３０３０日 策 定 ）日 策 定 ）日 策 定 ）日 策 定 ） 

 勝 山勝 山勝 山勝 山 警 察 署 においては、下 記 の路 線 、地 域 及 び時 間 帯 を重 点 に駐 車 違 反 取 締 り警 察 署 においては、下 記 の路 線 、地 域 及 び時 間 帯 を重 点 に駐 車 違 反 取 締 り警 察 署 においては、下 記 の路 線 、地 域 及 び時 間 帯 を重 点 に駐 車 違 反 取 締 り警 察 署 においては、下 記 の路 線 、地 域 及 び時 間 帯 を重 点 に駐 車 違 反 取 締 り    

活 動 を推 進 する。ただし、違 法 駐 車 の状 況 、駐 車 苦 情 、交 通 事 故 の発 生 状 況 等 を踏活 動 を推 進 する。ただし、違 法 駐 車 の状 況 、駐 車 苦 情 、交 通 事 故 の発 生 状 況 等 を踏活 動 を推 進 する。ただし、違 法 駐 車 の状 況 、駐 車 苦 情 、交 通 事 故 の発 生 状 況 等 を踏活 動 を推 進 する。ただし、違 法 駐 車 の状 況 、駐 車 苦 情 、交 通 事 故 の発 生 状 況 等 を踏     

まえ、その他 の場 所 及 び時 間 帯 においても必 要 に応 じて違 法 駐 車 の取 締 りを行 う。まえ、その他 の場 所 及 び時 間 帯 においても必 要 に応 じて違 法 駐 車 の取 締 りを行 う。まえ、その他 の場 所 及 び時 間 帯 においても必 要 に応 じて違 法 駐 車 の取 締 りを行 う。まえ、その他 の場 所 及 び時 間 帯 においても必 要 に応 じて違 法 駐 車 の取 締 りを行 う。    

◎◎◎◎    重 点 路 線重 点 路 線重 点 路 線重 点 路 線     

主 要 地 方 道 勝 山 ・丸 岡 線 （滝 波 交 差 点 ～北 市 交 差 点 ）主 要 地 方 道 勝 山 ・丸 岡 線 （滝 波 交 差 点 ～北 市 交 差 点 ）主 要 地 方 道 勝 山 ・丸 岡 線 （滝 波 交 差 点 ～北 市 交 差 点 ）主 要 地 方 道 勝 山 ・丸 岡 線 （滝 波 交 差 点 ～北 市 交 差 点 ）    

市 道市 道市 道市 道 元 禄 線元 禄 線元 禄 線元 禄 線 （昭 和 町 ３丁 目 ～勝 山 郵 便 局 ）（昭 和 町 ３丁 目 ～勝 山 郵 便 局 ）（昭 和 町 ３丁 目 ～勝 山 郵 便 局 ）（昭 和 町 ３丁 目 ～勝 山 郵 便 局 ）    
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◎◎◎◎    重 点 地 域重 点 地 域重 点 地 域重 点 地 域  

勝 山 駅 周 辺勝 山 駅 周 辺勝 山 駅 周 辺勝 山 駅 周 辺     

本 町 通 り商 店 街 、元 禄 通 り及 びその周 辺本 町 通 り商 店 街 、元 禄 通 り及 びその周 辺本 町 通 り商 店 街 、元 禄 通 り及 びその周 辺本 町 通 り商 店 街 、元 禄 通 り及 びその周 辺     

成 器 西 小 学 校 、成 器 南 小 学 校 周 辺 （登 下 校 時 間 帯 ）成 器 西 小 学 校 、成 器 南 小 学 校 周 辺 （登 下 校 時 間 帯 ）成 器 西 小 学 校 、成 器 南 小 学 校 周 辺 （登 下 校 時 間 帯 ）成 器 西 小 学 校 、成 器 南 小 学 校 周 辺 （登 下 校 時 間 帯 ）    

 
◎◎◎◎    自 動 二 輪 ・原 付 重 点 地 域自 動 二 輪 ・原 付 重 点 地 域自 動 二 輪 ・原 付 重 点 地 域自 動 二 輪 ・原 付 重 点 地 域     

勝 山 駅 周 辺勝 山 駅 周 辺勝 山 駅 周 辺勝 山 駅 周 辺     

 

福井県福井県福井県福井県勝山勝山勝山勝山警察署警察署警察署警察署  


